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前回に引き続き、森林・林業基本計画について解説していきます。

今回（vol.31）の解説内容について

森林・林業基本計画③
「人材育成・労働環境・各目標」

（１）人材育成・確保
（２）林業従事者の労働環境の改善について
（３）森林の有する多面的機能の発揮する目標
（４）林産物の供給および利用に関する目標

今
回
の
内
容
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（１）人材の育成・確保

林業従事者は長期的に減少傾向のため、人材確保が急務の課題です。しかし、林業
作業を行う上では、機械操作、安全管理、採材技術など専門的かつ高度な知識・技
能が不可欠です。その為、下記のような内容で育成を促進します。

（ア）「緑の雇用」事業等により、林業大学校等で学ぶ青年や新規就業者を支援
（イ）段階的かつ体系的な人材育成を引き続き推進
（ウ）ＯＪＴ（職場内教育）の指導者として現場管理責任者等の育成を推進

再造林に係る技術、集材路や架線の設置等の搬出技術、有利な採材技術、
高性能林業機械の効率的な運用方法、
ＩＣＴ等の新技術に係る研修カリキュラムを充実
国有林における研修フィールドの提供

（エ）技能評価試験の本格的な実施により林業従事者の技能向上
外国人技能実習２号職種指定の追加にも対応

（オ）林業高校は、指導力向上やカリキュラムの充実を図るため、国や研究機関等
による講師派遣、森林・林業に関する情報提供

（カ）女性林業関係者のネットワーク化
（キ）女性の視点を活かしたマーケティング等の取組を推進
（ケ）就労を通じた障がい者の社会参画を図る「林福連携」を進め、

働きやすい職場環境の整備やトライアル雇用等に取り組む事業者の取組促進

①林業従事者の人材育成・確保

（２）林業従事者の労働環境の改善

（ア）処遇等の改善
・従事者所得の改善
・林業経営体の生産性及び収益性の向上
・林業従事者の通年雇用化、月給制の導入、社会保険の加入等を促進

林業従事者の技能等を客観的に評価して適切に処遇できるよう、技能評価試験の本
格的な実施など能力評価の導入を促進する。

（イ）労働安全対策の強化
今後10年、死傷年千人率（注）を半減を目指して労働安全対策を強化
・特別教育の実施
・伐木作業等における禁止事項の遵守
・ガイドラインに沿った安全作業や緊急連絡体制の整備
・巡回指導や研修の実施、作業安全のための規範の普及
・新技術を活用した安全装備の導入等を推進

注：労働者1,000人当たり１年間に発生する労働災害による死傷者数（休業４日以
上）を示すもの。

①労働環境の改善のための取組
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（３）森林の有する多面的機能の発揮する目標
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（４）林産物の供給および利用に関する目標
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